
既往歴及び業務歴の調査
自覚症状及び他覚症状の有無の検査
身⾧(★)、体重、腹囲(★)、視力及び聴力の検査
胸部エックス線検査
血圧の測定
貧血検査（血色素量及び赤血球数）(★)
肝機能検査（AST、ALT、γ―GT）(★)
血中脂質検査（ LDLコレステロール、 HDLコレステロール、血清トリグリセライド）(★)
血糖検査(★)
血清クレアチニン検査(★) ※

尿検査（尿中の糖及び蛋白の有無の検査）
心電図検査(★)

事業者、健康診断機関の皆さまへ

労働安全衛生法に基づく

定期健康診断等の診断項目の
取扱いが一部変更になります

（令和９年４月から適用）

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

(★) の項目は、医師の判断により省略が可能となります。詳しくは裏面をご覧ください 。

喀痰検査が削除されました。
健康診断機関や事業者においては、胸部エックス線検査の結果を踏まえ、結核感染が疑われる
者に対しては、医療機関への速やかな受診勧奨を行ってください。

｢血清クレアチニン検査」が追加されました。

令和８年４月28日基発0428第10号「労働安全衛生施行規則等の一部を改正する省令の施行等について」

肝機能検査の酵素名が変更されました。

診断項目

変更のポイント

「血清クレアチニン検査」は、腎臓の機能を調べるものです。検査結果に基づき、医師の意見
を聴取し、事後措置を講じる必要があります。また、有所見者に対しては医療機関への速やか
な受診勧奨など保健指導も必要です。

「GOT」は「AST]、「GPT」は「ALT」、「γ-GPT」は「γ-GT」に変更となりました。ただ
し、事業者や労働者が旧名称の方が理解しやすい等の状況がある場合については、健診機関に
おける事業者や労働者への健康診断の結果の通知について、必要に応じ、新名称と旧名称を併
記する等しても差し支えありません。

※ 労働基準法施行規則第34条の２第13項第１号に定める労働者の健康診断（高度プロフェッショナル制度に係る
「臨時の健康診断」）の項目についても、今回の改正により、血清クレアチニン検査が追加されています。



医師が必要でないと認めるときに診断項目を省略できる者診断項目
20歳以上の者身 ⾧
次のいずれかに当てはまる者

① 40歳未満（35歳を除く）の者
➁ 妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映し

ていないと診断された者
③ BMI（次の算式により算出したものをいう。以下同じ。）が20未満で

ある者 〔 BMI＝体重(kg)／身⾧(m)2 〕
④ 自ら腹囲を測定し、その値を申告した者（BMIが22未満の者に限る。）

腹 囲

40歳未満のうち、次のいずれにも該当しない者
① ５歳毎の節目年齢（20歳、25歳、30歳及び35歳）の者
➁ 感染症法で結核に係る定期の健康診断の対象とされている施設等で働い

ている者
③ じん肺法で３年に１回のじん肺健康診断の対象とされている者

胸部エックス線検査

35歳未満の者、及び36～39歳の者
貧血検査
肝機能検査
血中脂質検査
血糖検査

血
液
検
査

40歳未満の者血清クレアチニン

35歳未満の者、及び36～39歳の者心電図検査

診断項目の省略に関する注意事項

R８.4.28労働大臣告示第204号「労働安全衛生規則第44条第２項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準」

● 血液検査等の診断項目については、雇い入れ時の健康診断においては必須ですが、
定期健康診断においては、労働安全衛生規則第44条第2項により、厚生労働省告示
に基づき、医師が必要でないと認めるときは省略することができるとされています。

● 同告示においては、例えば血液検査では40歳未満の者（35歳を除く。）について
医師が必要でないと認めるときは省略することができる等の基準を示しています。

→下表参照

● このような診断項目の省略は、個々の労働者について、健康状態の経時的な変化
や自覚症状・他覚症状等を勘案しながら判断することが大切です。

なお、他覚症状の有無の検査については医師の判断により聴診等を行うこととし
ています。

R８.４

診断項目の省略について

法令に基づく血液検査等の項目の省略の判断は、個々の労働者ごとに、
医師が省略可能であると認める場合においてのみ可能になります。

一部において、血液検査等の項目の省略の判断を、医師ではない者が
一律に行うなどの不適切な運用が懸念されますので、十分ご注意くだ
さい。



労働安全衛生法に基づく

健康診断を実施しましょう
～労働者の健康確保のために～

事業者は、労働安全衛生法第66条に基づき、労働者に対して、医師による健康診断を実施しなけ
ればなりません。また、労働者は、事業者が行う健康診断を受けなければなりません。

事業者に実施が義務付けられている健康診断には、以下のものなどがあります。

健康診断の種類

健康診断の種類 対象となる労働者 実施時期

雇入時の健康診断（安衛則第43条） 常時使用する労働者（※１） 雇入れの際

定期健康診断（安衛則第44条） 常時使用する労働者（※１）（特定業務従事者を除く） １年以内ごとに１回

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

※１：常時使用する労働者とは
契約期間が１年以上（予定を含む）で、１週間の労働時間が同種の業務に従事する通常の労働者の3/4以上の労働者です。

※２：定期健康診断（安衛則第４４条）における健康診断項目の省略
定期健康診断の健康診断項目については、それぞれの省略基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは省略することができます。なお、「医師が必要でないと認める」
とは、自覚症状及び他覚症状、既往歴等を勘案し、医師が総合的に判断することをいいます。

※３喀痰検査の削除（令和９年４月１日適用）
※４酵素名の変更（令和９年４月１日適用）

雇入時の健康診断及び定期健康診断の項目は、以下のとおりです。

健康診断の項目

健康診断実施後の事業者の具体的な取組事項

各種健康診断結果報告書

１：健康診断の結果の記録（安衛法第66条の３）
健康診断の結果については、健康診断個人票を作成し、それぞれの健康診断によって定められた期間、保存
しておかなくてはなりません。

２：健康診断の結果についての医師等からの意見聴取（安衛法第66条の４）
健康診断の結果に基づき、健康診断の項目に異常の所見のある労働者について、労働者の健康を保持するた
めに必要な措置について、医師の意見を聴かなければなりません。

３：健康診断実施後の措置（安衛法第66条の５）
上記２による医師の意見を勘案し必要があると認めるときは、作業の転換、労働時間の短縮等の適切な措置を
講じなければなりません。

４：健康診断の結果の労働者への通知（安衛法第66条の６）
健康診断結果については、労働者に通知しなければなりません。

５：健康診断の結果に基づく保健指導（安衛法第66条の７）
健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要がある労働者に対し、医師や保健師による保健指導を行うよ
う努めなければなりません。

６：健康診断の結果の所轄労働基準監督署長への報告（安衛法第100条）
常時50人以上の労働者を使用する場合は、定期健康診断の結果を、遅滞なく、
所轄労働基準監督署長に報告しなければなりません。
報告様式のダウンロードや、所轄労働基準監督署への電子申請は または

詳細は、最寄りの都道府県労働局・労働基準監督署にお問い合わせいただき、労働者の健康確保に努めましょう。

雇入時の健康診断（安衛則第４３条） 定期健康診断（安衛則４４条）

１ 既往歴及び業務歴の調査
２ 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
３ 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
４ 胸部エックス線検査
５ 血圧の測定
６ 貧血検査（血色素量及び赤血球数）
７ 肝機能検査（AST、ALT、γ―ＧＴ）（※４）

８ 血中脂質検査（ＬＤＬコレステロール，
ＨＤＬコレステロール、血清トリグリセライド）

９ 血糖検査
１０ 尿検査（尿中の糖及び蛋白の有無の検査）
１１ 心電図検査

１２ 血清クレアチニン検査（※２）

１ 既往歴及び業務歴の調査
２ 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
３ 身長（※２）、体重、腹囲（※２）、視力及び聴力の検査

４ 胸部エックス線検査（※２）（※３）

５ 血圧の測定
６ 貧血検査（血色素量及び赤血球数）（※２）

７ 肝機能検査（AST、ALT、γ―ＧＴ）（※２）（※４）

８ 血中脂質検査（ＬＤＬコレステロール，
ＨＤＬコレステロール、血清トリグリセライド）（※２）

９ 血糖検査（※２）

１０ 尿検査（尿中の糖及び蛋白の有無の検査）

１１ 心電図検査（※２）

１２ 血清クレアチニン検査（※２）

令和９年４月１日適用

（2026.4）


